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〈投稿論文〉

CSR としての廃棄物マネジメントシステムの構築について

蒲　生　智　章

要旨

廃棄物は，規模や業種を問わずあらゆる企業にとって避けられない環境リスクである。廃棄物処理法は，こ

れまで排出事業者の責任を強化する方向で改正を重ねてきた。「廃棄物業者への丸投げ」は許さないというの

が法の趣旨だ。2010（平成22）年改正では，法人による不法投棄に対する罰金をそれまでの最高１億円から３

億円に引き上げるなど厳罰化も進んでいる。廃棄物に関する事故や事件に巻き込まれれば，企業は社会的な信

用を大きく損なうことにもなる。リスクや損害を回避するには，排出事業者自身が廃棄物や廃棄物処理法に関

する知識を身につけ，管理を高度化させるほかない。

本論文では，廃棄物処理法や自治体の産廃関連条例への企業としての対応方法や廃棄物リスク管理の実務，

産廃における委託事業者の選び方などを怠って対応していたならば，企業として最大の環境リスクと言える廃

棄物の管理の在り方や問題点を多角的分析し企業の CSR としての在り方を考察していく。

環境に関する規制や法律が年々広範化し，多様化・複雑化する中で，廃棄物に関する法律も新たに追加され

る時代となり，廃棄物処理法に規定されている排出事業者責任（「廃棄物を出す者が最終処分までの責任を有

する」という廃棄物処理の原則）も，年々厳しさを増しており，念には念を入れた管理体制が必要となってい

る。その中で，企業に属する社員の廃棄物リスクの認識を十分に深め，その仕組みを提言するとともに，廃棄

物処理法の解釈の違い（国，都道府県，政令指定都市）１における問題点も提言していく。

キーワード：廃棄物処理法，マネジメント，排出事業者，リスク，PDCA，COM・Ｐ・ASS 理論，

１．問題意識

廃棄物は，規模や業種を問わずあらゆる企業に

とって避けられない環境リスクである。リスクや損

害を回避するには，排出事業者自身が廃棄物や廃棄

物処理法に関する知識を身につけ，管理を高度化さ

せるほかない。企業としては，廃棄物処理法や自治

体の産廃関連条例等の遵守の徹底をはかる事や，廃

棄物の排出における社内実務の管理を実施した中で

優良な廃棄物処理委託業者の選ぶことなどを怠れ

ば，最大の環境リスクになる。しかし CSR として

廃棄物のマネジメントを実施している企業はあるも

のの，企業の実情は，そのリスクの法規制を回避す

る方策のみであり，実際に環境を基点においた活動

になっていない。

環境に関する規制や法律が年々広範化し，多様

化・複雑化する中で，廃棄物に関する法律も新たに

追加される時代となり，廃棄物処理法に規定されて

いる排出事業者責任（「廃棄物を出す者が最終処分

までの責任を有する」という廃棄物処理の原則）も，

年々厳しさを増しており，念には念を入れた管理体

制が必要となっている。その中で，企業に属する社

員の廃棄物リスクの認識を十分に深め，その仕組み

を提言するとともに，企業は廃棄物における環境影
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響を踏まえたコンプライアンスのために，どのよう

なマネジメントをする必要があるのかを考察した

い。

２．産業廃棄物の現状

2.1　産業廃棄物の定義

廃棄物処理法は，廃棄物の排出を抑制し，廃棄物

の適正な分別，保管，収集，運搬，再生（リサイク

ル），処分等の処理をして，生活環境を清潔にする

ための法システムを定める法律で，「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」の略称である。（1970（昭

和45）年法律第137号）　廃棄物とは，「ごみ，粗大

ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，廃アル

カリ，動物の死体その他の汚物又は不要物であっ

て，固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれに

よって汚染された物を除く）」（２条１項）と定義さ

れている。解り易く言えば，「持ち主にとって利用

価値がなく他人も買ってくれない為，捨てるしかな

い固形状，液状のもの」ということになる。産業廃

棄物は廃棄物処理法により「事業活動に伴って生じ

た廃棄物のうち政令で定める20種類のもの」と定義

されている。また，産廃以外の廃棄物を一般廃棄物

（一廃ともいう。主に家庭ごみ）といい，簡単に言

えば「建設業，製造業，商業活動，オフィス，水道

事業，学校等の事業活動において発生したごみのう

ち政令で定める20種類のものが産廃，それ以外の廃

棄物はすべて一般廃棄物」ということになる。廃棄

物処理法は家庭から排出する一般廃棄物と，事業活

動の結果排出される産業廃棄物及び事業系一般廃棄

物とに区分している。一般廃棄物についてはその処

分を市町村の責任とし，産業廃棄物及び事業系一般

廃棄物の処分は事業者の責任で行うこととしてい

る。

日本の清掃行政は，これまで３本の法律に基づい

て執行されてきた。施行された法律を古い順番で表

すと，「汚物掃除法」２，「清掃法」３，「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」４である。それぞれの法律

は時代背景を受けて成立している。廃棄物の処理に

関する法規制は1900（明治33）年に制定された「汚

物掃除法」に始まる。江戸時代の末に開国したわが

国に，外国からの進んだ文化が入ってきたが，人や

物の交流が盛んになるにつれ，コレラやペストなど

の伝染病も流入してきた。この様な衛生対策のため

に，1897（明治33）年「伝染病予防法」の制定と併

せて汚物掃除法が制定され，汚物の衛生的処理のた

め，ごみの焼却（伝染病菌の殺菌など）が推奨され

た。次いで，太平洋戦争の荒廃から脱却しつつあっ

た1954（昭和29）年に汚物掃除法が全面改正され「清

掃法」が成立した。清掃法でも「汚物を衛生的に処

理し，生活環境を清潔にすることにより，公衆衛生

の向上を図る」ことを目的にしていた。そして主体

処理を全国の市町村に拡大し，市街区域を中心とす

る区域内の汚物処理を行うこととした。1970（昭和

45）年，清掃法が全面的に衣更えを行い，現在の「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）

が公布（制定は46年）された。廃棄物処理法は，基

本的に市町村の行政サービスとしての廃棄物を処理

してきたのであるが，高度成長と共に工業化が進

み，市町村ではすべての廃棄物を処理しきれなく

なったため，工場など事業活動から排出される難し

い廃棄物を「産業廃棄物」という特別な区分として

整理し，一般廃棄物（域内処理体制）と産業廃棄物

（広域処理体制）を区分し，産業廃棄物処理体制の

確立や事業者の産業廃棄物処理責任の明確化を図っ

た。そしてその時々の状況に合わせて，逐次法律が

改正されている。産業廃棄物の処理は，汚染者負担

原則１に基づく事業者責任と定められた。

2.2　産業廃棄物の排出状況・処理問題

2010（平成22）年度の産業廃棄物の排出及び処理

状況の調査結果（2012（平成24）年12月27日環境省

公表）によると2010（平成22）年度の全国の産業廃

棄物の総排出量は約３億8,599万トンで，前年度に

比べ，約400万トン（約１％）の減少となった。

1998（平成10）年度における全国の産業廃棄物の総

排出量は約４億800万トンとなっており，12年間の

総排出は，景気の状況に多少左右されるが，ほぼ横

ばい状況である。

2010（平成22）年度の産業廃棄物の処理状況は，

再生利用量が産業廃棄物全体の53.0％にあたる約２
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億473万トン，減量化量は約１億6,700万トンであっ

た。なお，最終処分量は前年度の約1,359万トンか

ら約５％増加して約1,426万トンであった。

1998（平成10）年度の総排出量約４億800万トン

のうち，中間処理されたものは約３億100万トン（全

体の74％），直接再生利用されたものは約7,900万ト

ン（同19％），直接最終処分されたものは約2,900万

トン（同７％）となっている。また，中間処理され

た産業廃棄物はこの段階で，約１億2,200万トンま

で減量化された上で，再生利用（約9,300万トン）

または最終処分（約2,900万トン）されている。最

終的には，排出された産業廃棄物全体の42％にあた

る約１億7,200万トンが再生利用され，14％にあた

る約5,800万トンが最終処分されている。

産業廃棄物の再生利用量，減量化量，最終処分量

について1993（平成５）年度から2010（平成22）年

度までの推移を示した。産業廃棄物の再生利用量

は，2002（平成14）年度以降，顕著に増加し，最終

処分量は，1998年度約5,800万トン，2010（平成22）

年度約2,900万トンで約半分になり，循環型社会形

成に取組んでいると考えられる。

2002（平成14）年度以降に再生利用量が増加した

のは，循環型社会形成推進基本法２が2001（平成

13）年１月施行（2000（平成12）年６月公布）公布，

施行されたためと考えられる。

2010（平成22）年度の産業廃棄物の種類別にみる

と， 再 生 利 用 率 が 高 い も の は， 動 物 の ふ ん 尿

（95％），金属くず（96％），がれき類（95％），鉱さ

い（90％）等であり，逆に再生利用率が低いものは，

汚泥（９％），廃アルカリ（23％），廃酸（30％），

廃油（37％）等である。最終処分の比率が高い廃棄

物は，燃え殻（26％），ゴムくず（22％），ガラスく

ず及び陶磁器くず（21％），廃プラスチック類

（19％）等である。

1998（平成10）年度の産業廃棄物の種類別にみる

と， 再 生 利 用 率 が 高 い も の は， 動 物 の ふ ん 尿

（95％），金属くず（75％），がれき類（70％），鉱さ

い（65％）等であり，逆に再生利用率が低いものは，

汚泥（６％），繊維くず（11％），ゴムくず（13％），

廃アルカリ（14％）等である。

最終処分の比率が高い廃棄物は，ガラスくず及び

陶磁器くず（62％），ゴムくず（60％），廃プラスチッ

ク類（45％），燃え殻（41％）等である。

2010（平成22）年度の廃棄物の種類別排出量も前

年度同様，汚泥（44.0％），動物のふん尿（22.0％），

がれき類（15.1％）の上位３品目だけで総排出量の

８割以上に達していた。

1998（平成10）年度産業廃棄物の排出量を種類別

図１　産業廃棄物の排出量の推移

（出典）環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」2010年
［http://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html］
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図２　2010年（平成22）度産業廃棄物の排出処理状況

（出典）環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」2010年
［http://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html］

図３　産業廃棄物の再生利用量，減量化量，最終処分量

（出典）環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」2010年
［http://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html］
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にみると，汚泥の排出量が最も多く（46.3％）であ

り，動物のふん尿（22.7％），がれき類が約（13.9％）

となっており，この３品目で全排出量の約８割を占

めている。

業種別排出量では前年度と同様，電気・ガス・熱

供給・水道業（24.8％），農業・林業（22.0％），建

設 業（19.0 ％）， パ ル プ・ 紙・ 紙 加 工 品 製 造 業

（8.7％），鉄鋼業（7.4％）の上位５業種で総排出量

の８割以上を占める結果となった。

1998（平成10）年度の産業廃棄物の排出量を業種

別 に み る と， 排 出 割 合 の 高 い も の か ら 農 業

（22.8％），電気・ガス・熱供給・水道業（下水道業

図４　2010年度の産業廃棄物の再生利用率，減量化率，最終処分率

（出典）環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」2010年
［http://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html］

図５　産業廃棄物の業種別排出量2010年度

（出典）環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」2010年
［http://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html］
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を含む）（21.4％），建設業（19.4％），鉄鋼業（7.2％），

パルプ・紙・紙加工品製造業（6.4％），鉱業（5.0％）

となっており，この６業種で約８割を占めている。

これらの産業廃棄物の種類および排出業種の割合

は，1990年代半ば以降ほぼ同様の形態になっている

が，1970年代からみると業種別には製造業の割合が

減少を続け，電気・ガス・熱供給・水道業の割合が

大きく増加している。電気・ガス・熱供給・水道業

では，下水道の汚泥の量が，下水道普及率の上昇と

ともに増加していることによるものと考えられる。

上記の４業種で廃棄物20種類に区分されている廃

棄物のほとんどで９割以上の排出量を占めており，

これらの業種の動向が産業廃棄物市場の動向と密接

に関連していると考えられる。

2.3　不法投棄の実態

不法投棄行為とは，廃棄物処理法に対する違法行

為である。企業でも個人でも，法律で定められた

ルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければな

らない。しかし，そのなかには法律で定められた基

準を無視して，山林や原野に勝手に捨てる人や会社

があり，この行為が不法投棄である７。

不法投棄をする理由として一般的には，「法律に

定められたルールに従うのがめんどうくさい」，「廃

棄物処理にかかる費用が惜しい」，「法律の処理基準

の存在を知らなかった」，などが理由として考えら

れる。

そして，不法投棄の被害は，正しい処理方法をお

こなわずに不法に投棄された廃棄物からは，有害物

質が漏れだし，環境破壊を引き起こすこともある。

その場合，地域の土壌や水質に重大な被害を与える

可能性がある。また，捨てるのは簡単だが，撤去回

収するのはとても大変であり，もとの美しい自然を

回復するのはむずかしく多大な費用がかかる８。

不法投棄の背景には，産業廃棄物処理の静脈的な

世界も，通常の動脈的な行程の製品の生産・流通・

販売の世界と同様に市場原理が働いており，通常の

製品は製造工場から卸売業者，小売業者，消費者へ

と品物が渡らないことには商売が成り立たないが，

廃棄物の場合は委託している廃棄物処理施設に廃棄

物が届かなくても排出事業者の生産活動に直接的な

ダメージは発生しない。そして廃棄物は排出者に

とって不要なものであることから，その処理のため

に適正なコストを負担しようという動機付けが働き

にくく，市場原理の下，処理業者間の価格競争によ

り，他社より安く請け負う業者に顧客（排出事業者）

が流れる傾向にある。このため，価格が安い上で悪

質な処理が行われがちとなり，その結果，不法投棄

が多発している状況である。さらに，近年の廃棄物

処理施設立地の困難化等を背景とした廃棄物処理の

適正費用の高騰，バブル崩壊以降の景気低迷とが相

まって，この傾向が助長されている。

不法投棄の構造は，「排出事業者が基本的には適

正処理費用を負担したくない」，「処理業者が背信的

な行為により受領した処理料金から利得を得たい」

という経済的な動機によるものが多いと考えられ

る。また，適正に処理する施設が不足していること，

不適切なリサイクルや資源価格暴落でリサイクル資

源・リサイクル商品の不良在庫が増えることなどが

不法投棄の間接的要因になることもある。その態様

は，４つの要因による以下のようなものである。

第１は，「排出者」が不法投棄を行うものであり

その態様としては，自社敷地内への埋め立て又は放

置，借地における埋め立て又は放置，山林・河川・

道路端などの管理者が常駐していない場所への埋め

立て又は放置などの行為である。排出者自身による

不法投棄は大規模なものは少ない。また最近は地域

住民の監視や企業の従業員による内部告発も増えて

いるため，全体としては減少傾向にあると思われ

る９。しかし，建設係廃棄物については，特に解体

業の場合には廃棄物を大量に発生させる業種である

うえ，処理費用を少しでも安くして利益をとりたい

という動機があるため，不法投棄が行われやすい構

造にある10。また，一般家庭においては，ごみ処理

費用の有料化11により，引越しごみや粗大ごみ等を

不法投棄するケースも増加傾向にあると思われる。

第２に，「廃棄物の収集運搬業者」が，不法投棄

を行うものでありその態様としては，中間処理施設

又は最終処分場へ搬入せず，借地や第三者の敷地へ

埋め立て又は放置するなどの行為である。積替え保
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管場所として官庁から許可を受けている場所で不法

投棄を行うよりも，人目につきにくい倉庫や山中な

どに不法投棄されるケースが多い。また，許可業者

が無許可業者に再委託するなど無許可業者が関与す

ることも多い12。

第３に，「廃棄物の中間処理業者」が，不法投棄

を行うものでありその態様としては，中間処理前の

廃棄物，中間処理後の廃棄物，中間処理で再生した

ものの販売されなかった物を，自社敷地内，借地，

第三者の土地等へ埋め立て又は放置するなどの行為

である13。

第４に，「廃棄物の最終処分業者」が，不法投棄

を行うものであり最終処分場に一旦搬入された物

を，最終処分業者が自社敷地内又は外部に不法投棄

するなどの行為である。

産業廃棄物処理事業振興財団（2012）によれば，

建設系廃棄物不法投棄の種類を５パターンに分類し

ている14。環境庁の2012（平成24）年12月27日報道

発表資料として「産業廃棄物の不法投棄等の状況平

成23年度について」より，筆者が表１のごとく，全

国の不法投棄件数および不法投棄量を全国平均数量

から偏差値を算出して編集したものである。

環境省の資料では，全国の都道府県毎の数値で

あったが，2006（平成18）年～2010（平成12）年の

合計から偏差値として表示した。偏差値として編集

した理由は，不法投棄の発覚件数は全国一律に発覚

しているのではなく，偏った県に集中しているため

である。５年間の数値を合計したのは，ある都道府

県で大きな不法投棄が発覚すれば，行政側も次年度

以降は監視強化を実施するため15，発覚の次年度は

減少している傾向がある。

全国での５年間の不法投棄件数の合計は1,737件，

不法投棄量は554,941ｔとなり，この数値を各々１

年間に換算すると，件数348件，量110,988ｔであり，

約１日に１件300ｔの不法投棄が全国のどこかの場

所で発覚していることとなる。ただこの数値は，発

覚して検挙した件数であるため実際に隠れた不法投

棄件数は，これ以上存在すると考えてよい。表１の

不法投棄数量の５年間合計の多い上位15位までをま

とめたところ，１位から茨城県，三重県，福島県，

千葉県の順になっており，量の偏差値の50以上で13

位の青森県から１位の茨城県までの総合計が，

441,195ｔで全体の約80％を占めている状況である。

関東エリアでは茨城県，千葉県，栃木県，関西・

中部エリアでは三重県，滋賀県，奈良県，兵庫県九

州エリアでは宮崎県，あとは，北海道，東北地区（秋

田県を除く）となり，首都圏，近畿圏等の経済活動

の中心から近い周辺の地区が発生していると考えら

れる16。つまり，廃棄物の発生場所ではなく，運搬

および中間処分の過程の中で廃棄物が運搬される行

程のなかで，人の住居が少なく周りから気づかれる

ことが少ない地域で発生していると考えてよい。

企業から排出される廃棄物は，法律では自ら処理

の原則が前提にあるが，大半の企業は，処理方法と

して官庁から許可された運搬・処理業者に委託して

いる場合が多い。企業が排出した廃棄物の不法投棄

のリスクは，１日１件約300ｔの危険性の可能性が

ある。特に，大都市等で活動したために発生した廃

棄物は，大都市周辺の地域でおこりやすいと考える

ことができる。企業の CSR としては，他人事のリ

スクではなく，いつ自分の身に関係する不法投棄事

故の可能性があることを常に注意すべき事項として

捉える必要がある。

近年発生した不法投棄の大規模事案は以下の３事

案である。第１に，豊島（てしま）不法投棄事案で

あり，香川県小豆郡土庄町豊島の約69,000㎡の土地

で，1983（昭和58）年頃から地元の産業廃棄物処理

業者（豊島総合観光開発㈱）が自動車の破砕くずな

ど約50万トンを不法に投棄した。

第２に，青森・岩手県境不法投棄事案であり，青

森県田子町及び岩手県二戸市にまたがる約27ha の

土地で，青森県八戸市の三栄化学工業（株）が埼玉

県の産業廃棄物処理業者である縣南衛生（株）と共

謀し，1999（平成11）年４月から11月にかけて，ご

み固形化物（RDF 様物）約８千トンを両県にまた

がる同社事業場敷地内に不法投棄したこと。

第３に，岐阜市椿洞（つばきぼら）不法投棄事案

であり，岐阜市椿洞の約90,000㎡の土地で，1990（平

成２）年から2004（平成16）年にかけて，木くず，

廃プラスチック類，がれき類等約753,000㎥が不適
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正処分された。（2004（平成16）年３月発覚）

岐阜市の産業廃棄物処理業者「善商」が約14年間

にわたり，同市椿洞の山林にがれきや建築廃材など

56.7万トンを不法投棄した。

３．産業廃棄物を巡る規制

3.1　法規制

廃棄物処理法の規定により，事業者は，その事業

活動に伴って生じる廃棄物を自らの責任と負担にお

いて適正に処理し，環境汚染の防止に努めなければ

ならない（法第11条第１項）。そのため，事業者は

排出する廃棄物の適正処理のための具体的な計画を

策定し，その処理を自ら行う場合は，廃棄物の処理

の基準に従い，また，廃棄物の運搬又は処分を他人

に委託する場合は，委託の基準に従わなければなら

ない（法第12条第５項）。なお，いずれの場合にも

事業者には，自らが排出した廃棄物が収集，運搬さ

れ，中間処理（再生を含む）され，さらに，最終処

分または再生されるまでの間，責任がある（法第12

条第７項）。ほとんどの企業が他人に委託している

場合なので，委託した業者が廃棄物をどのように運

び処理するのかを最終処分までの管理する責任があ

る。但し特別管理産業廃棄物17については除いた内

容である。

3.1.1　産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）を保管

する場合には，次の基準に従い，生活環境の保全上

支障のないように保管しなければならない（法第12

条第２項）。

廃棄物の種類に応じて，対応しなければならない

が基本は，「周囲に囲いを設けること」，「掲示板を

設けること（60cm ×60cm 以上）」，「産業廃棄物が

飛散，流出，地下浸透しないようにすること」，「産

業廃棄物が飛散，流出，地下浸透しないようにする

こと」，「保管の高さを守ること」，「ねずみ，蚊，は

え等を発生させないこと」が法律で規制されてい

る。

表１　2006年～2010年の不法投棄件数・不法投棄量
2006

（平成18）
2007

（平成19）
2008

（平成20）
2009

（平成21）
2010

（平成22）
5年間合計 偏差値

都道
府県

件数
量

（ｔ）
件数

量
（ｔ）

件数
量

（ｔ） 
件数

量
（ｔ）

件数
量

（ｔ）
件数

量
（ｔ）

件数
偏差値

量偏
差値

1 茨城県 59 10,924 39 15,260 59 35,873 36 5,848 28 3,486 221 71,391 262.94 84.84
2 三重県 6 130 14 507 8 68,005 5 393 4 311 37 69,346 78.94 83.64
3 福島県 24 3,796 3 123 4 44,018 9 3,957 2 812 42 52,706 83.94 73.91
4 千葉県 79 23,861 40 13,853 16 2,287 39 3,220 35 5,830 209 49,051 250.94 71.78
5 滋賀県 11 600 10 1,860 4 250 2 125 2 26,000 29 28,835 70.94 59.96
6 山形県 0 0 2 27,706 0 0 3 176 0 0 5 27,882 46.94 59.40
7 宮崎県 43 16,616 27 3,072 23 2,329 10 1,226 8 135 111 23,378 152.94 56.77
8 栃木県 39 4,393 21 7,967 13 4,678 7 653 12 5,289 92 22,980 133.94 56.53
9 奈良県 14 5,845 7 1,270 15 3,765 10 10,781 12 600 58 22,261 99.94 56.11

10 北海道 25 10,590 20 7,739 10 1,850 6 263 6 1,030 67 21,472 108.94 55.65
11 兵庫県 18 5,073 11 5,995 3 3,591 7 2,716 5 1,358 44 18,733 85.94 54.05
12 岩手県 13 3,479 11 2,116 15 5,285 11 3,229 3 4,333 53 18,442 94.94 53.88
13 青森県 17 9,295 24 1,971 7 829 5 2,521 3 102 56 14,718 97.94 51.70
14 愛知県 4 7,770 5 476 5 998 5 540 1 150 20 9,934 61.94 48.90
15 静岡県 10 1,989 13 796 18 5,649 8 540 5 399 54 9,373 95.94 48.58

全国
合計

554 131,235 382 101,721 308 202,729 277 57,275 216 61,981 1,737 554,941

（出典）環境省『産業廃棄物の不法投棄等の状況平成23年度』に基づき筆者作成。
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3.1.2　委託基準の遵守

委託にあたっては，以下に示す基準に従わなけれ

ばならない（法第12条第６項）。産業廃棄物の処理

を委託する場合，排出事業者は産業廃棄物収集運搬

業及び産業廃棄物処分業の許可証の写しの提出を求

め，次の内容を確認し，収集運搬業者と処分業者の

それぞれについて，書面による契約（排出事業者と

収集運搬業者，排出事業者と処分業者の２者契約）

を取り交わして委託しなければならない。確認内容

は，「収集運搬・処分の区分」，「処理施設の能力」，

「収集運搬・処分の許可」，「産業廃棄物の種類」，「許

可の条件及び期限」である。

委託契約を締結するのに必要な記載事項は14項目

ある。①委託する産業廃棄物の種類及び数量，②運

搬先所在地，処分先所在地，処分方法，施設の処理

能力，③最終処分場所在地，最終処分方法，施設の

処理能力，④許可を受けて輸入された廃棄物である

ときはその旨，⑤委託契約の有効期間，⑥委託者が

受託者に支払う料金，⑦産業廃棄物処理業許可に係

る事業の範囲，⑧積替え保管を行う場合は，その所

在地，保管できる産業廃棄物の種類及び保管量の上

限（一日当たりの平均搬出量の７日分），⑨安定型

産業廃棄物を積替え保管する場合は，他の廃棄物と

混合することの許否，⑨適正処理に必要な情報５項

目，⑪その他注意事項，⑫委託契約の有効期間中，

適正処理に必要な情報に変更があった場合の伝達方

法，⑬委託業務終了時の受託者からの報告，⑭委託

契約解除の場合の未処理廃棄物の取扱い，である。

そしてその委託契約書には，許可業者の許可証の写

しを必ず添付しなければならない。

契約書及び添付した書面は，当該契約の終了の日

から５年間保存しなければならない。なお再委託

は，特例的な規定なので，受託した業者は，原則的

に再委託が禁止されている。再々委託は，例外なく

禁止されている。

3.1.3　産業廃棄物管理票（マニフェスト）

産業廃棄物管理票（以下，マニフェストと表記）

は，事業者が処理委託した産業廃棄物の移動や処分

に関する管理を強化し，また，適正処理の状況を自

ら把握し，不適正処理を未然に防止する等のために

使用するものである。すべての産業廃棄物（特別管

理産業廃棄物を含む）について，当該委託に係る産

業廃棄物を引渡す際は，マニフェストを交付しなけ

ればならない（法第12条の３）。

留意事項は主に７項目あり，①排出事業者は，マ

ニフェストを交付することによって，産業廃棄物の

流れを把握し，廃棄物が適正に処分されたことを確

認することにより，産業廃棄物の不法投棄や事故の

防止を図る義務がある。②マニフェストには，紙マ

ニフェストと電子マニフェストがあるが，どちらを

使用しても構わない。③排出事業者，収集運搬業者，

処分業者が，正しくマニフェストを運用することが

重要であり，法令を遵守していないと認められる場

合は，行政処分の対象となる。④排出事業者は，90

日以内に運搬や処分の終了を表すマニフェストが送

られてこない場合（ただし，最終処分は180日）は，

その状況を把握し，行政あて報告する義務がある。

⑤マニフェストを交付しなかった場合，又は虚偽の

記載をした場合は行政の措置命令の対象となるほ

か，直接罰則が適用される。⑥排出事業者は，最終

処分（再生され売却された場合を含む）が終了した

旨を確認しなければならない。⑦マニフェストの交

付者は，排出事業場ごとに，毎年６月30日までに，

その年の３月31日以前の１年間において交付したマ

ニフェストの交付等の状況について，行政に報告し

なければならない。

3.2　行政の対応

産業廃棄物に係る行政の業務は，各官庁の部署に

より異なっているが，主な業務は，廃棄物処理施

設・廃棄物処理業の許可，排出事業者・処理業者の

指導監督，産業廃棄物の不法投棄・不適正処理対策，

リサイクル推進活動計画等があげられる。

本論文では，排出事業者（企業）を主体とした，

廃棄物管理における行政の対応について論じてい

く。

排出事業者として，主な違反行為は図６のとおり

で，不法投棄は2011（平成23）年の改正により１億

円の罰金から３億円以下の罰金に上げられており，
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無許可業者への委託（懲役５年以下：罰金1,000万

円以下），書面によらない契約，法定事項未記載（懲

役３年以下：罰金300万円以下），マニフェストの未

交付，未記載，虚偽記載，５年間保存義務違反（懲

役６ヶ月以下：罰金50万円以下）となっており，法

人と個人の両罰の規定になっている。上記懲役・罰

金等もリスクであるが，それ以上に，「社会的信用

の失墜」「ブランドイメージの失墜」「企業のイメー

ジダウン」が持続可能な成長を求める企業として

は，死活問題である。一度信用を失墜すればそれを

取り戻すための，費用やコストは多大なものとな

る18。

行政処分の主な流れについて説明する。５段階の

行政対応がある。報告の徴収，立入検査，改善命令，

措置命令，罰則である19。

報告の徴収とは，行政から事業者等に対して廃棄

物処理の状況などの報告を求めるものである。廃棄

物処理法第18条では，都道府県知事等（都道府県知

事及び政令市（政令指定都市及び中核市）長は，法

律の施行に必要な限度において，排出事業者，産業

廃棄物処理業者，産業廃棄物処理施設の設置者など

に対し，廃棄物の保管，収集・運搬，処分，施設の

構造・維持管理に関し必要な報告を求めることがで

きると定めている。求められた報告をせず又は虚偽

の報告をした者は罰則の対象となる。不法投棄が発

生したときで，委託契約書やマニフェストのコピー

の提出を求められることがあり，書類記載等にミス

があると措置命令の対象となる場合がある。

立入検査は，廃棄物処理法第19条に規定され，都

道府県知事等は，法律の施行に必要な限度におい

て，その職員に，排出事業場，処理業者の事務所，

廃棄物処理施設のある土地，建物に立ち入らせるこ

とができると定めている（立入検査を行う職員は身

分証を携帯）。この場合，廃棄物の処理，施設の構

造・維持管理について，帳簿書類，その他の物件を

検査させ又は試験の用に供するのに必要な限度にお

いて廃棄物を無償で収去させることができる。立入

検査を若しくは収去を拒否したり，妨害したり，忌

避したりした者は罰則の対象となる20。

改善命令は，廃棄物処理法第19条の３に規定さ

れ，都道府県知事等は，期限を定めて，産業廃棄物

の保管，収集・運搬又は処分の方法など必要な措置

図６　廃棄物の処理リスクにおける罰則

（出典）筆者作成
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を行うよう命ずることができると定めている。改善

命令に違反したときは罰則が適用される。命令の対

象者は排出事業者，産業廃棄物処理業者，国外廃棄

物を輸入した者であり，改善命令を行うのは産業廃

棄物の処理基準又は産業廃棄物の保管基準に適合し

ない保管，収集・運搬や処分が行われたときである。

措置命令は，廃棄物処理法第19条の５に規定さ

れ，産業廃棄物の処理基準に適合しない産業廃棄物

の処分（不法投棄等）が行われた場合，都道府県知

事等は，生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるお

それがあると認めるときは，次の者に対して期限を

定め，その支障の除去等の措置を講ずるよう命ずる

ことができると定めている。廃棄物処理法第19条の

６では，さらに上記の措置命令の対象者に資力等が

なく支障の除去が困難であり，排出事業者が適正な

処理料金を負担していないとき，及び不適正処理が

行われることを知っていた又は知ることができたと

きは，委託契約書や管理票の取扱いが適正な排出事

業者であっても，措置命令の対象となると定めてい

る。なお，当事者が命令に従わず，その履行を促し

てもそれに応じない場合には，罰則が適用される。

措置命令は，すでに行われた産業廃棄物の処分に起

因する環境汚染を防除することを目的として行われ

るものである。これに対し，改善命令は事業者に同

法第12条第１項及び第２項に規定する基準に適合し

た運搬，処分又は保管を行わせるために将来に向

かって事業者の行う産業廃棄物の処理方法の改善等

を目的として行われるものである。

罰則は，廃棄物処理法第25条から第34条に規定さ

れ，行為者に適用されるほか，不法投棄や野外焼却

については一度実行されると生活環境の保全上支障

が生ずることや原状回復が困難なことから，これら

を行う目的で廃棄物を収集・運搬した者や未遂の者

に対しても罰則が適用される21。

また，法人の代表者又は法人（個人経営にあって

は事業主）の代理人，使用人その他従業員が，その

法人（個人経営にあっては事業主）の業務に関し違

反行為をした場合は，行為者を罰するほか，その法

人（個人経営にあっては事業主）にも罰則（一部の

軽微な罰則を除く）を科することとしている（両罰

規定）。特に，「不法投棄」「不法焼却」「無許可営業

等」については，悪質性を有しており，得られる不

法利益が莫大であることから，法人に対して３億円

以下の罰金が科せられる。

図７で表した内容は，前述した「青森・岩手県境

不法投棄事案」についての新聞記事の内容であり，

一般の企業が “ 不法投棄による企業の措置命令 ” を

実施されたものである。

図７の中ではＣ社にあたる企業であり，筆者が，

横浜の産業廃棄物中間処理業者に処理アセスメント

を実施したとき，業界関係者から聴取した内容か

ら，廃プラスチック類を中間処理業者に100kg 程処

理委託し，中間処理業者から最終処分としての燃え

殻の28kg が委託業者により，不法投棄された状況

である。産業廃棄物のマニフェストをもとに，監督

官庁はＣ社に紐づいてわかった状況であるが，監督

官庁からの是正要請に真摯に対応しなかったから，

措置命令が下されたことになった。つまり廃棄物に

おいて，廃棄物処理法上の「排出事業者の責務（運

搬・中間処分・最終処分）」を企業として十分に理

解できていなく，委託したのはＣ社であるのにもか

かわらず，不法投棄したのは処分業者であるので企

業としての責務はないという考え方で対応した模様

であり行政に対して真摯な対応を実施しなかったた

め，この不法投棄事件に関係した１万社以上はある

中で，排出事業者として行政処分を受けたのは10社

で，大題的に新聞報道されたのは４社であることか

ら，企業としてのリスク管理の不備が発覚した後，

企業としての姿勢の違いにより，このような企業イ

メージを失墜することをまねくことになることを，

企業の代表者は，重要課題としてとらえ，対応する

必要がある。

3.3　業界，個社の対応について

2013（平成25）年３月25日付で，環境省から「産

業廃棄物処理業実態調査結果」が発表された。同調

査は，無作為に選ばれた処理業者にアンケートを送

り，それに対する回答を集計したものである。全国

の産業廃棄物処理の市場規模は年間約５兆円で売り

上げの半分は，全体の約４％の大手業者が占めてい
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る。業者の経営組織としては会社経営が91.4％，個

人経営が6.1％，会社以外の法人経営が2.5％である

ことが分かった。

調査対象は2010（平成22）年度，１万3,378件に

調査票を発送し，7,598件から回答を得た。回答者

の内訳は収集運搬業が6,436件，中間処理業が3,646

件，最終処分業が593件だった。資本金別の経営規

模を見ると，500万円未満が16.3％，500万円以上1,000

万円未満が10.3％，1,000万円以上5,000万円未満が

60.1％，5,000万円以上10億円未満が7.7％，10億円

超が0.7％となっている（未回答1.7％）。

また，売上規模，兼業状況では，産廃処理業以外

を含めた総事業売上高は１事業者平均で約11億

9,000万円，産廃処理だけの売り上げは同１億3,000

万円となっており，産廃処理業が主たる事業になっ

ていない。産廃処理を専業としている企業の割合は

全企業の9.5％にとどまった。兼業を含めた全事業

での従業員数は１事業者平均で43.9人，うち産廃処

理業だけを行っている企業は10人であった。

さらに調査では，業界の活性化に向けた国への要

望についても聞いた（複数回答）中で「産廃処理業

への国民の理解促進」（39.8％），「リサイクル製品

イメージアップにつながる情報発信」（28.0％），「産

廃処理業のイメージアップにつながる情報発信」

（23.4％），「排出事業者とのビジネスマッチングの

場の提供」（16.5％）と，イメージアップに関する

要望が上位を占めた。

この調査から看取できる内容は，小規模零細企業

が散在しているということから判断すると，産業廃

棄物処理業界はまだ成熟期に至っておらず，これか

ら，成熟期に入るものと考えられる。成熟期に入る

と，市場の縮小に対応するため企業間の集約が進

む。その結果，地域の有力企業数社に需要が集中す

るというのが経済原則である。

産業廃棄物の発生量は，今後減少していく可能性

が高く，市場が縮小して生き残っていくためには，

地球環境対策や環境保全対策を廃棄物リサイクル業

界としていち早く取り入れる必要がある。この業界

本来は環境保全に貢献すべき業界であり，今までと

は違う新しく環境に対する付加価値が必要な時代あ

る。

産業廃棄物の収集運搬業は，排出事業者の委託を

図７　不法投棄による企業への措置命令

（出典）読売新聞記事等を基に筆者作成
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受けて，産業廃棄物を目的地まで運搬することであ

り，運搬する車輌さえあれば事業を始めることは可

能である。排出事業者と直接繋がっているので，顧

客のニーズをいち早く取り入れるメリットがある反

面，多くの事業者が参入可能なため，価格による過

当競争が激化している。中間処理業は，土地や設備

の準備をしないと始められない事業であるため，処

理技術の革新がその業者の優位点となるが，設備投

資等のメンテナンス費用がかさむため，時代にあっ

たリサイクル中心の設備投資が実施しづらい状況で

ある22。

上記環境省の調査による業者に対する社会認識

は，一般市民からすると「ごみ処理業者」という業

界のイメージが強いのは事実であるが，実際，企業

として廃棄物の担当者が委託契約の締結業務や，処

理工程の確認業務でのお付合いするなかでの受け答

えや対応において，「ごみ処理業者」から「ごみを

リサイクルする業者」という環境問題をリードする

業界のイメージになる。企業内でも，産業廃棄物の

業者と接点を持つものはある一部のメンバーである

ため，担当者以外の大半の社員は，「ごみ処理業者」

というダーティーなイメージが強い。したがって，

企業から排出する産業廃棄物に関わる担当者のみが

廃棄物処理委託業者の実態を認識しており，社内的

に廃棄物の担当者以外は，廃棄物の処理業務にあま

り関係したくないと思っている。

3.4　廃棄物処理法の現状の課題

廃棄物処理法は，1970（昭和45）年に成立した。

1976（昭和51）年に改正され，「措置命令規定の創

設」，「再委託の禁止」，「処理記録の保存」，「敷地内

埋立禁止」などが定められた。1990年代には，３回

の大幅改正が行われた。

①1991（平成３）年改正

特別管理廃棄物制度の導入（特別管理産業廃棄物

を対象としてマニフェスト制度を導入），廃棄物処

理施設についての規制強化（施設設置が届出制から

許可制に），廃棄物の不法投棄の罰則強化などが行

われた。

②1997（平成９）年改正

廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設，廃棄物

処理施設の設置に係る手続の規定（生活環境影響調

査の実施など），マニフェスト制度の拡大（すべて

の産業廃棄物に），不法投棄原状回復基金制度の創

設などが行われた。

③2000（平成12）年改正

「廃棄物処理基本方針」（国）および「都道府県

廃棄物処理計画」（都道府県）策定制度の創設，マ

ニフェスト制度の見直しなど排出事業者処理責任の

徹底，廃棄物の野外焼却（野焼き）の禁止（直罰規

定の導入），支障の除去等の命令の強化などが行わ

れた。

2000年代は改正が頻繁に行われ，例えば，最終処

分場跡地の形質変更を行う際には，都道府県知事等

への届出が義務化された。2006（平成18）年には，

石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。

廃棄物処理法は言い換えれば不法投棄防止法とも

いえるくらい，不法投棄に対する規定を強化する改

定をおこなっている。排出事業者（企業）から見た

廃棄物処理法への課題とそれに対する企業のリスク

対応について述べていく。

◆廃棄物処理法を基本にして，各都道府県に独自の

条例があるので複雑である23。

国が規定した法律が廃棄物処理法であり，その中

に法律施行例や法律施行規則が組み込まれている。

それ以外に，各都道府県や政令指定市が，リサイ

クル条例や要綱を制定しており全国統一的な対応の

内容にはなってはいない。これは廃棄物処理法に

限ったことではないが，廃棄物処理においては国中

心の統一的な対応の規定が必要と思う。

企業としては，排出事業所ごとの行政の法律を確

認して対応しなければならないリスクを抱えてい

る。産業廃棄物において排出事業者が特に注意すべ

き条例等の内容は，「県外事前協議申請の提出の有

無」，「産業廃棄物税を導入の有無」，「排出事業者の

委託業者の監査を義務化しているのか」，「その他独

自の特別な条例があるのか」，の４項目において排

出する場所の県や市の条例と照らし合わせて確認し

個別に対応する必要がある。企業の CSR として，
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各関係行政との法的な情報入手を的確に実施してい

ないと，「その法律を知らなかった」ではすまない

のである。企業としての対応策は，コンサル会社と

提携して定期的に条例改正や制定情報を入手する仕

組みをつくり，新しい法律の内容については，すぐ

に対応するように関係部署に指示を出し，既存の内

容については，きちんと関係部署が実施できている

のかを指示や確認事項が必要となる。

◆廃棄物の種類の区分が複雑である24。

現在廃棄物は，産業廃棄物と一般廃棄物に大きく

分けられており，一般廃棄物の中でも家庭系と事業

系に分けられている。また，専ら物として昔からリ

サイクルできる種類も４品（古紙，くず鉄，あきび

ん類，古繊維）ある。

紙くずにおいては，産業廃棄物として特定の業種

を指定している品種であるため，同じ材質の紙で

あっても産業廃棄物の対象になる場合もあるし，一

般廃棄物になることもあるので，排出する排出者に

よって法律の規制も違う状況である。生活ごみであ

る飲料のペットボトルや缶においては，各市町村の

処理施設の違いによりリサイクル品として回収して

いる場所もあれば，廃棄物として燃やして処理して

いる場所の違いもある。事業活動を伴って発生した

ものは，産業廃棄物になるが，各企業の委託契約を

締結した処分場の施設ごとに処理方法が違うため，

同じ廃棄物であっても最終処分方法の違いがでる。

コンビニで購入したペットボトルを自分の家庭で

廃棄すれば，家庭の管轄行政の指定場所に排出すれ

ば，住居している市町村が一般廃棄物として処理を

するが，コンビニや会社のゴミ箱に捨てたならば，

その企業が契約した産業廃棄物の処理業者で処分す

ることが現実である。本来，誰がどのような形でど

の場所で排出したとしても，廃棄物の種類・性状が

同じであれば処理方法は変わらないと考えるもので

あるが，排出事業者が法人か個人および業種をポイ

ントに区分けしているので，その廃棄物を棄てる方

法は，企業や現場として難しい判断になる。

◆排出事業者が廃棄物の判断をするには総合的判断

が求められる。

「廃棄物処理法」の廃棄物に該当するか否かの判

断については，1977（昭和52）年までは占有者の意

思にかかわらず，客観的要素のみで廃棄物を判定

（客観説）25していたが，1977（昭和52）年以降は，

物の性状や占有者の意思等を総合的に判断する解釈

（総合判断説）26が採用されるようになった。これは，

現在に至るまで，廃棄物該当性の判断の基本になっ

ている。

総合判断説は，1999（平成11）年３月10日には，

豆腐製造に伴う「おから」を巡る裁判で，最高裁第

２小法廷は，「総合判断説」を採用している。その

内容は，『廃棄物処理法で規定されている不要物と

は，自ら利用し又は他人に有償で譲渡することがで

きないために事業者にとって不要になったものをい

い，これに該当するか否かは，その物の性状，排出

の状況，通常の取扱い形態，取引価値の有無及び事

業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当で

ある。』と言われている。企業の担当者はこの総合

判断説を鑑みて，「廃棄物であるのか，有価物であ

るのか」判断することにしている。

行政は，「取引価値の有無」を重要視するように

なっており，具体的には，１円以上で売れるもので

あっても，売主側がその運賃を負担する場合は，逆

有償27でないことが必要であり，郵送費用が売買額

を上回れば，廃棄物とみなされる28。企業の担当者

側からすれば，廃棄物処理法の法的リスクを回避す

るためには，有価物の対応をする必要がある。有価

物として取扱場合は，「売買契約書」や「売買実績

内容」，「納品基準」等を明確にして，第三者でも明

らかに有価物である証明記録が必要である29。

◆その廃棄物は誰が排出事業者なのか。

「占有者」「事業者」といっても複数の主体が考

えられ，その意思も含めて総合的に判断するという

ことは簡単なことではない。有る物を買った人や

使った人という要件だけでは決定できないことであ

る。現在の企業の中では，同一ビルや工場内におい

ても，分社化した法人が事業活動を伴って廃棄物が

発生する場合が多い。このとき，誰が排出事業者で

責任があるのかを明確にする必要がある。廃棄物処

理法は，法人に対して各々契約を締結する必要があ

る30ため，分社化する前は，同じ会社であって，業
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務内容も変わっていない場合でも法では別法人とみ

なされる。契約書の作成目的は，不法投棄をなくす

ために責任を明確にして，処理業者に対して十分に

排出事業者として確認することが目的と考える。同

一グループにおいては，廃棄物処理責任における訴

訟等の裁判を起こすことは，皆無と考えられるた

め，企業内で，その廃棄物における企業の規定等を

整理して決定する必要がある。

例えば，企業の物流に関する廃棄物で，商品等を

車輌内で倒壊しないようにする梱包財は，輸送する

手段として必要なものである意味とその商品の品質

を保つためのものである意味があり，メーカー側の

廃棄物なのか物流側なのかを，企業としてルールを

決めることが必要である。目的を企業としての，不

法投棄に関するリスク回避であることを明確にする

べきである。

４．産業廃棄物に関する先行研究

産業廃棄物に関する先行研究は，企業の廃棄物実

務者が実施すべき基本的な知識の説明や企業として

対応する項目等は研究されているが，企業が社内で

どのように管理してマネジメントし，それが CSR

に繋がった有効的な手法に係る研究は見当たらな

かった。廃棄物処理法の改正について，堀口昌澄

（2012）によれば①廃棄物の種類の区分を「事業系」

と「事務系」にわける。②産業廃棄物の記載事項見

直しが必要。③マニフェスト記載ミスが実際に多い

ためわかり易い書式に変更すべき。④同一工場内の

グループ会社が出す廃棄物は法人ごとではなく，代

表排出事業者が処理委託をできるようにすべきと指

摘しており，廃棄物処理法と許可関係について19項

目課題について提案している。国としての排出事業

者の今後の廃棄物の対応について，経済産業省

（2004）によれば，企業の社会的責任，我が国の循

環型社会形成に向けた取組の現況，廃棄物処理・リ

サイクルに潜む企業経営リスク等，企業経営を取り

巻く廃棄物・リサイクル問題を取り上げ，「廃棄物・

リサイクルガバナンス」という新たな概念を提示し

ている。企業に対しては社内体制と各層の役割の確

立，関係事業者との連携強化，情報発信の強化を推

進している。

企業は，廃棄物・リサイクル問題を企業経営の観

点から捉えなおし，廃棄物処理法等の法令を遵守る

といった最小限の対応を越えて「廃棄物・リサイク

ルガバナンス」を構築し，廃棄物等の適正処理・リ

サイクルについて企業の社会的責任を果たしていく

ことが求めている。

廃棄物処理の実務や基本的知識については，尾上

雅典（2011）が法人としての廃棄物リスクについて，

廃棄物のリスクについて軽視している排出事業者が

多くリスクマネジメントを実行することが重要であ

ると論じており，廃棄物の実務の詳細を説明してい

る。

先行研究は，廃棄物処理法に対する解釈と対応に

ついては論じられているが，企業としての廃棄物の

マネジメント手法については，論じられていない。

５．廃棄物マネジメント

5.1　CSRとしての廃棄物マネジメント

CSR とは，企業が社会の一員として存続するた

めに社会的な公正さや環境への配慮を活動のプロセ

スに組み込む責任を示す。法令順守や環境対策，労

働安全衛生人権擁護，社会貢献などが対象になる。

株主や従業員，消費者，取引先，地域社会などのス

テークホルダー（利害関係者）への説明責任を果た

し，企業価値を高めることが求められる。企業が存

続して顧客に信頼を受け発展する要因は，決して，

問題を起こし，お詫びをして，問題処理をすること

で復帰をしながら努力する行為ではないはずであ

る。特に廃棄物の企業リスク問題は，関係者が事前

に察知し，問題を起こさない活動を進めることが企

業としての CSR である。

5.2　事例研究

筆者が，廃棄物処理法上のコンプライアンスにお

いて，物流業界の各支店のマニフェストと契約書を

実際にアセスメントしたなかで，2012（平成24）年

から過去５年分の記入内容を確認したところ，約

100枚の不備があった。その不備内容の主なものは，
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①委託契約書どおりの排出事業者・事業所の住所が

記入されていない。②廃棄物の種類に数箇所の

チェックをしていた。③数量，荷姿等が未記入。④

マニフェストのＡ～Ｄ票を紛失していた等であっ

た。上記不備内容をもとに，各行政に電話で報告し

た内容が表２である。14箇所の行政に会社名を伝え

て，指導を仰いだ結果，「是正運用がなされておれ

ば報告書等の文書の提出等はなく，以後十分に注意

して交付するようこと」の回答をもらった。逆に行

政側もこのような企業からの申告は，あまり経験が

ない模様で丁寧な対応であった。

廃棄物処理法上では罰則規定があるが，適用する

には段階がありすぐに刑罰を科するものではないと

思われる。つまり不法投棄が発生し立ち入り検査

後，是正の指導を実施し是正されていなければ，改

善命令を発して対応するのである。今回の企業の場

合は，自らの社内チェックで発覚して，企業として

の是正した上で報告したことで納得されたと考え

る。法律で「虚偽の記載」について「うそ・いつわ

り」と解釈して，喩え担当者が記載ミスをしたとし

ても，悪質な継続する行為でないことを証明すれ

ば，問題ないと考える。ただ企業としては，記載ミ

スを安易にとらえることではなく，きちんと是正し

てコンプライアンスを徹底させることは絶対条件で

ある31。企業内においても，人事異動によって廃棄

物の担当者が替わることが多いことや時間が経てば

廃棄物管理の重要性の認識が希薄になる点から，決

められたことを決められた人が，決められた内容で

確実に実施する組織をつくることである。

本件のような不備が発生した原因は３つあげられ

る。１つは，産業廃棄物の運用に関する正しい知識

と対応方法を熟知したメンバーが実際の対応ができ

ていなく，それを管理するリーダーも担当者まかせ

にしていたこと。２つ目は，企業としての産業廃棄

物に関する規定はあったものの，その内容が形式的

であり，企業としての活動実施のチェック機能が欠

けていたこと。３つ目は，企業から排出される廃棄

物を社員は家庭から出る廃棄物と同様に考えていた

ことである。

5.3　廃棄物マネジメントの課題と方向性

企業での廃棄物マネジメントを実施する上で，筆

者は図８で示したように廃棄物にまつわる業務につ

いて，専門知識性と理解の困難性の２つの視点から

分析を行った。

図８は，「専門知識が高く困難なもの」，「専門知

識は高いがルールを決めれば簡易なもの」，「専門知

識は比較的高くないが継続が困難」，「専門知識は高

くなく，ルールを決めれば容易なもの」の４区分で

構成される。

企業の廃棄物に関する業務は，多種多様なことが

求められるが，企業は，廃棄物の担当者を設定して

そのメンバーにまかせたマネジメントをしており，

社員全員によるリスクマネジメントができていない

のが現状である。

企業として廃棄物のマネジメントは難しいと感じ

ている企業が多い。

専門的な知識が求められ多くの確認業務を実施す

る事で CSR としてのリスク回避を実施する必要は

あるが，ほとんどの企業が，なにをどのように実施

することが CSR として重要であるのかを不明確に

している点があげられる。つまり廃棄物に関しては

企業の一部のメンバーが主体となりコンプライアン

スを徹底させるものと考えている。本来は専門的な

メンバーと社員全員がコンプライアンスに取組む必

要がある。

筆者は，企業の廃棄物マネジメントとしてコンパ

ス（COM・Ｐ・ASS 手法）という概念を提示した

い。事例研究の結果からわかったことは，企業の廃

棄物のリスクは，廃棄物処理法に則った法令遵守の

徹底の全社員対象の実施と，委託している廃棄物処

理業者の監視と確認事項の不徹底による不法投棄発

生時の対応方法であり，各地域に条例等で法律的な

規制が違うため，その地域の監督官庁とのコミュニ

ケーションが非常に重要であることである。たとえ

社内の監査で法令違反が判明した時や，不法投棄に

巻き込まれた状況であっても，監督官庁に対する真

摯なコミュニケーションを実施しておれば，そのリ

スクから回避できると考える。廃棄物のマネジメン

トは従来の ISO1401の規格の「PDCA」モデルでは
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CSR としての廃棄物マネジメントシステムの構築について

表２　産業廃棄物のマニフェストの監督官庁の報告について
排出

事業所
不備内容（報告） 電話報告日

監督官庁の
部署

ご指示内容

Ａ支店

①マニフェスト記
載ミス
②過去の伝票の是正
③今後注意すべき点

2012/10/５
Ａ県環境部
指導課

①今後の記載指導，教育の取り進めのお願い。①マニ
フェスト伝票は，その交付する時点で，受け渡し，及び
処理が適正に進められたかの確認の為の伝票として取り
扱われる。
②それぞれ回収されて伝票一式（例：A, B２，D, E 票）
で，処理が不正なく処理された事が確認出来ている事が
必要。③前項①②がキチンと管理されていれば，過去の
伝票の記載不備については，手直しを行う事は必要はあ
りません。④今後は，社内教育等により伝票交付時点で
記載内容の不備が無い様に取り進めて頂ければ結構で
す。（法的記載事項については洩れの無い様に御注意下
さい）⑤以後の監査で，同じような不備が発覚した場合
も，是正に向け取組んでください。特に報告の必要性は
ありません。
⑥但し，報告が必要となる事案が１点。交付した伝票で，
回収すべき伝票が回収出来ない，回収期間を過ぎて回収
された，不正な処理が行われている可能性がある，等の
事象が見受けられた場合は，その内容の経過報告が必要
な場合がありますので，その際はご一報頂きたい。（処
理業者の不正処理を防止する為）

Ｂ支店

①マニュフェスト
交付状況等報告書
未 提 出 ② マ ニ ュ
フェスト記入不備

2012/10/３
Ｂ県衛生環
境課

①については，平成23年度排出分の報告書を提出するこ
と
②運用是正がなされているのであれば特別な対応は不要

（不備欄に正しい記載内容を改めて記載する等で OK）

Ｃ支店

過去のマニュフェ
スト記入不備
（但し，直近１年
間は不備なし）

2012/10/５
Ｃ県環境保
全課

運用是正がなされているのであれば特別な対応は不要

Ｄ支店
過去のマニュフェ
スト記入不備

2012/10/５
Ｄ県廃棄物
指導担当

運用是正がなされているのであれば特別な対応は不要

Ｅ支店
過去のマニュフェ
スト記入不備

2012/10/９
Ｅ県廃棄物
対策室

運用是正がなされているのであれば特別な対応は不要

Ｆ支店
過去のマニュフェ
スト記入不備

2012/10/９
Ｆ市産業廃
棄物対策課
る

本来記載されているべき正しい記入内容を各業者に書面
で連絡し，関係各社間で共有しておくこと（監査等あっ
た場合でも説明できるようにしておくこと）

Ｇ支店
過去のマニフェス
ト記入不備

2012/10/10
Ｇ県廃棄物
対策課

排出事業者が記載すべき事項は，記載をすること。（数
量欄未記入分についてはやむを得ない対応としてＡ票に
後書きで良いので記入をしておくこと。）

Ｈ支店
過去のマニフェス
ト記入不備

2012/10/10
Ｈ市産業廃
棄物対策

分かる範囲で記載をすること。（決して曖昧情報は記載
しないこと。）

Ｉ支店 Ａ票の紛失 2012/11/６
Ｉ県廃棄物
対策課

Ｂ２票以降が返ってこない場合は，罰則があるがＡ票に
ついては特に定めがないので経緯を書いたものをＢ２票
以降と一緒に保管しておくこと。

Ｊ支店
排出事業場記載ミ
ス，種類モレ

2012/10/25
Ｊ市廃棄物
指導課

是正されていれば問題はない。今後の運用は細心の注意
を払いご対応ください。
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CSR として不十分なことが明らかになった。ISO

の規格の「PDCA」モデルは企業独自で決めた計画

を実行し是正して向上をはかる目的であるが，筆者

が提唱する COM・Ｐ・ASS 手法は，計画以外の突

発的なリスクを企業として回避する時の対応を補う

ことができ，特定の担当者のみでリスク管理を実施

するマネジメントから，会社として全社員を対象に

リスク管理が可能である。

この手法は，筆者が企業の廃棄物のマネジメント

に係る上で，図８のように多くの業務が関係してお

り，何をどのようにしたらマネジメントがシンプル

に具体的に実現できるのかを意識した手法である。

ISO の規格で言われている「PDCA」とは異なる点

は２点である。

１点目は，PDCA は品質等の向上に向けて，ス

パイラルアップを図り企業の事業継続を持続可能な

状態にすることを目的にしているが，COM・Ｐ・

ASS 手法は，決められたことを決められたメンバー

が確実に実施しガバナンスを徹底させることと全社

員が廃棄物に関するリスク意識の向上をはかること

が目的であり，万一廃棄物のコンプライアンス違反

が発生した場合に，上記手法は確実に社内で展開を

実施している状態を維持継続していれば，行政等か

らの依頼に対応するための客観的説明資料と会社の

図８　廃棄物マネジメントの業務分析

（出典）筆者作成

Ｋ支店
排出事業場記載ミ
ス，種類ミス

2012/10/25
Ｋ県廃棄物
対策課

報告いただいた内容から，虚偽の報告ではないと理解し
ました。今後は十分に注意して運用下さい。

Ｌ支店
マニフェスト保管
義 務 違 反 Ａ・ Ｂ
２・Ｄ票を紛失

2012/10/29
Ｌ市廃棄物
対策部

処分業者よりＢ１・Ｃ１のコピー保管もされているの
で，報告書は必要なし。今後も産廃は，発生するでしょ
うから注意してください。

Ｍ支店
過去のマニフェス
ト記入不備

2012/10/29
Ｍ県廃棄物
対策部

電話で報告を受けましたので，報告書は必要ありませ
ん。今後は気をつけてください。

Ｎ支店
マニフェスト数量
記載漏れ

2012/10/25
Ｎ市廃棄物
対策担当

Ａ票にＢ票以降の書かれている数量を転記して保管下さ
い。

（出典）企業からの行政報告記録に基づき筆者作成
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CSR としての廃棄物マネジメントシステムの構築について

行動指針のあり方を理解頂くことで企業としてのリ

スクを回避することである。２点目は，PDCA に

おいては，① Plan：まず目標を設定し，それを具

体的な行動計画に落とし込む。② Do：組織構造と

役割を決めて人員を配置し，組織構成員の動機づけ

を図りながら，具体的な行動を指揮・命令する。③

Check：途中で成果を測定・評価する。④ Action：

必要に応じて修正を加える。一連のサイクルが終

わったら，反省点を踏まえて再計画へのプロセスへ

入り，次期も新たな PDCA サイクルを進めていき，

PDCA サイクルを通して企業目標を達成するよう，

継続的に問題点を改善していくことをポイントにお

いていることに対し，COM・Ｐ・ASS 手法は，企

業の廃棄物マネジメントを通じて，全社員が私生活

の行動においても廃棄物に関する地球環境との負荷

を認識して，持続可能な地球環境の形成に推進する

目的がある。つまり，企業活動を通じて，地球環境

について各人が考え行動することである。

この手法を実施する上での課題は４つの不可欠を

あげる，「廃棄物管理のレベルアップのためには，

仕組みづくりと担当者および社員の教育（力量向

上）が不可欠」，「廃棄物管理には，会社組織として

のリスク管理思考が不可欠」，「適正処理には，委託

処理業者との公正で良好なパートナーシップが不可

欠」，「適正な対応のガバナンスは行政・専門家への

連絡相談報告が不可欠」である。この不可欠を円滑

に実施するための手法として提案する。

第１は，COM（Communication）伝達，第２は，

Ｐ（Plan）計画，第３は，ASS（Assessment）評

価である。この３つの項目を，目的をはっきりさせ

て実行していくことが，CSR としての企業のあり

方と考える。

◆ COM（Communication）コミュニケーション＝

伝達

コミュニケーションは，大きく分類して３つの方

向性に分けて活動していく，それは図９のごとく，

ステークホルダー，監督官庁等，社内である。CSR

としての廃棄物の活動については，ステークホル

ダーに対しての責任部署は企業内の CSR 関係（広

報部門）であり，企業情報を CSR 報告書等で関係

する投資家，地域社会，取引顧客，購買者等に企業

としての取り組みを報告することである。これにつ

図９　COM・Ｐ・ASS手法の相関図

（出典）筆者作成
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いては，企業のブランド活動に通じており，廃棄物

マネジメントにおける企業としての取り組みを社会

にご理解頂くことが必要であり，報告書のみなら

ず，企業としての社員の対応の仕組みも確立して伝

達することである。CSR として企業ブランドの確

立のために，法令遵守だけでなく，資源の有効活用，

廃棄物の適正処理，３Ｒの推進を通じた循環型社会

の構築に向けた貢献は重要な責務である。

環境報告書では，廃棄物が削減できており，事業

から排出される廃棄物はリサイクルを実施している

ことをポイントに表示する企業が大半であるが，社

員が企業のブランドであることをポイントに，社員

にたいしての廃棄物削減の意識の向上と企業の一員

である前に，社会の一員であることを強調したブラ

ンドイメージが持続可能な社会の中での企業にな

る。次に監督官庁等とのコミュニケーションの責任

部門は本社管轄の管理部門（企画運営）であり，廃

棄物マネジメントの確立のために，廃棄物処理・リ

サイクル業者の情報をより多く収集し，社内で情報

を共有することにより，優良な委託業者を選定する

ことが可能となる。企業内での専門部門に判断をゆ

だねることだけではなく，各自治体からの法律の解

釈と条例等の確認であり，確認事項は，記録として

日付，内容，ご回答等を書き留めておき，第３者で

もわかるようにしておくことが必要である。廃棄物

処理法は上位の法律であり，各地域において独自の

条例（事前協議報告，産廃税，業者アセスメントの

実施等）が定められているため，その対応報告等で

ある。各排出事業所に関係する行政との，コミュニ

ケーションがいざという場合に重要な鍵となり，そ

の応対や態度により行政処分をうけるかどうかの判

断になりかねない。

最後に社内におけるコミュニケーションは総務人

事部門（教育担当），社長（トップマネジメント）

の考えを，社員に浸透するように，教育・啓蒙する

ことであり，その方向性を，企業内だけでの活動に

限らず，社員の私生活での対応に実行できるように

しなければならないと思う。社員の行動が，自社の

ブランド形成につながっている社会環境を十分に理

解してもらい，持続可能な社会での企業としての形

成が確立できる。教育は，関係者を対象ではなく全

社員における実施が必要である32。

◆Ｐ（Plan）プラン＝計画

プランは，大きく２つの項目（ビジョン組織の形

成，社内システムの構築）がある。企業における廃

棄物マネジメントの重要なポイントは，特にプラン

を具体的に詳細までわかりやすく形成する事であ

る。

第１に，「ビジョンおよび組織の形成」である。

ビジョンは，企業としての考えと方向性を示すもの

であり，その内容のあるべき姿に向かって，社員が

意識を高め行動することが求められる。廃棄物にお

いては，廃棄物のリサイクルや削減の実施という内

容ではなく，CSR でよく近江商人の家訓理念で「三

方よし」の概念を網羅した内容が望ましい。三方を

筆者として言えば，地球，社会，企業である。社員

に周知して，理解し行動するためには，社員の行動

及び考えが，「地球に対してやさしく良い事が，今

の社会活動に対して良い事であり，それに伴って，

企業に対しても良くなる事である」という流れが行

動意識を高め向上する内容である。組織の形成は，

トップマネジメントに直轄した社長からコンプライ

アンス関係の代表の取締役が責任者で，次に人事総

務部門，営業部門，企画部門等の下位組織に必ず，

廃棄物関係の専門の人員を配置して，リーダー及び

メンバーが，固有名詞で繋がり関係し合う組織であ

る。企業のリスクに関する事が発覚すれば，その場

所から誰に報告連絡し，企業としての対応を誰が判

断するのかを明確にする事である。廃棄物に関する

事は，特に廃棄物処理法の解釈が様々に理解できる

ため，企業としての解釈を統一的にすることが必要

である。

第２に，「社内システムの構築」は，廃棄物に関

する社内規定の制定，上記組織を構築した中での役

割の明確化と，中期・長期的な行動の計画の策定で

ある。社内規定は，大項目規定（廃棄物管理規定），

中項目（排出方法，委託業者のアセスメント，排出

場所のアセスメント，契約書の作成，マニフェスト

の作成，リスク時の対応等）が必要である。その規

定に基づいて，図８の内容をどの部署の誰が実施す
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るのかを明確にして，計画を作成することである。

◆ ASS（Assessment）＝評価

ASS（Assessment）評価は，委託業者と社内の

評価である。これについては，社内規定どおり，委

託業者と排出事業所のアセスメントを計画どおり実

施し，評価して是正する事である。そして，その行

動等を計画的に実施し，形成構築した組織で行動内

容と評価内容の報告を評価する。つまり，プランど

おり行動する事が重要になる。

アセスメントを実施する人員のスキルアップが求

められるが，これについてもプランの中で計画して

定期的にスキルレベルを向上させる必要がある。

廃棄物のマネジメントにおいては，評価は全て，

法律や条例，行政の担当者のご指導に関係定性的評

価となり，「実施できているのか，許可証があるの

か等」であり，是正についてはできていない事象を

実施することになる。

上記の３つのポイントを明確にして運営すること

は，業種や企業の規模に問わず実施することが可能

である。大企業では，部門間の連携が必要とさるが，

責任部門と責任者を明確にする点では中小企業も同

様の組織形態は可能である。つまり，この手法は，

すべて法律にもとづいて，運用する手法であり，企

業の規模や業種で変更する内容は，現実のリスクの

著しい環境側面の選定において実施する。

廃棄物マネジメントの不法投棄等のリスクを回避

することにおいて三種の仁義とも言われている「委

託契約書の確認」「マニフェストの適正な運用と管

理」「委託契約業者を必ず自分で確認する」ことを

徹底することが重要である。今後の CSR としての

廃棄物マネジメントを実現するためには，企業の社

員全員に対して，環境における廃棄物の重要性を認

識させるために，COM・Ｐ・ASS 手法の継続的な

運用とその内容を “ 見える化 ” して，企業活動だけ

でなく，私生活における廃棄物の適正な取扱を実現

させることが必要である。

注

１　廃棄物処理法の解釈については，国の判断に委ねるの
ではなく，地方公共団体が持つ法令の自主解釈権に基づ
き都道府県・政令市が地域の実情を踏まえた自主的・自

律的な法解釈に基づいて廃棄物処理法を運用することが
求められている。

２　明治33年法律第30号日本最初の廃棄物に関する法律。
開国以降，都市への人口移動と貿易拡大に伴い，伝染病
の流行が相次ぎ，特にコレラは数万人の死者を出す流行
が頻発しており，1899（明治32）年にはペストが神戸港
に上陸している。これらに対抗し公衆衛生を改善するた
め，伝染病予防法（1897），海港検疫法（1899）に次いで，
旧下水道法と同時に制定された。

３　昭和29年法律第72号は，汚物の衛生的処理と生活環境
の清潔による公衆衛生の向上を目的として，汚物掃除法
を継いで制定され，対象は汚物「ごみ，燃えがら，汚で
い，ふん尿及び犬，ねこ，ねずみ等の死体」とされた。

４　昭和45年法律第127号は，廃棄物の排出抑制と処理の
適正化により，生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る
ことを目的とした法律である。廃棄物処理法，廃掃法と
略される。

５　polluter-pays principle 略称 PPP は，本来は，経済協
力開発機構（OECD）が1972年５月26日に採択した「環
境政策の国際経済的側面に関する指導原則」で勧告され
た「汚染者支払原則」，すなわち，環境汚染を引き起こ
す汚染物質の排出源である汚染者に発生した損害の費用
をすべて支払わせることを意味していたが，その後，
OECD 加盟国で採択・実施される過程で変化して，特
に日本では公害原因企業の汚染回復責任・被害者救済責
任の追及に力点が置かれて，PPP の訳語も「汚染者負
担原則」として一般に定着している。

６　環境基本法の下位法に位置付けられるとともに，廃棄
物・リサイクル対策に関する個別法に対しては，上位法
としての役割をもつ基本法である。

７　石渡（2003）は「『自然再生法』により財源確保や不
法投棄はなくなる」といっている。

８　青森・岩手の不法投棄事案では，原状回復に要する費
用（平成15～平成24年度の10年間）で青森県の実施計画
事業費概算43,418百万円（うち廃棄物処理費34,400百万
円），岩手県の実施計画事業費概算22,067百万円（うち
廃棄物除去費17,667百万円）

９　環境省の発表によると，平成22年度の産業廃棄物の不
法投棄実行者の排出事業者は122件で全体の（56.5％）
をしめている。

10　環境省の発表によると，平成22年度の不法投棄件数の
種類別構成では，がれき類（89件，41.2％），木くず建
設系（35件，16.2％），建設混合廃棄物（22件，10.2％），
廃プラスチック類（11件，5.1％），汚泥建設系（１件，
0.5％）で建設系で全体の73.2％を占めている。

11　http://www2.toyo.ac.jp/~yamaya/survey. html（2013
年８月25日アクセス）

12　環境省の発表によると，平成22年度の産業廃棄物の不
法投棄実行者の無許可業者は８件で全体の（3.7％）を
しめているが，投棄量は14,361ｔで23.2％である。

13　環境省の発表によると，平成22年度の産業廃棄物の不
法投棄実行者の許可業者は６件で全体の（2.8％）をし
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めているが，投棄量は12,740ｔで20.6％である。
14　Ａ：ゲリラ的不法投棄，Ｂ：自社用地などでの不適正

保管，Ｃ：積替保管施設・中間処理施設での不適正保管，
Ｄ：積替保管施設経由の大量投棄，Ｅ：無許可業者など
による木材チップの大量保管。

15　環境省の報告によれば，不法投棄等の監視・適正処理
の指導担当職員は平成24年度は1702人で，監視員配置数
は1755人で増加傾向である。

　http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/kanshi_kyoka/
kanshi24.pdf（2013年８月25日アクセス）

16　2002（平成14）年の千葉県の不法投棄の実態調査によ
ると，不法投棄の原因は①首都圏に位置し，交通条件が
よいため，廃棄物の運搬が容易であること。②丘陵地や
谷津が多く，また，農地・山林が遊休化し，土砂採取跡
地があること。③従来から自社の最終処分場が多数設置
されていること。

17　廃棄物処理法では，「爆発性，毒性，感染性その他の
人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある
性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管
理産業廃棄物（以下，特別管理廃棄物）として規定し，
必要な処理基準を設け，通常の廃棄物よりも厳しい規制
を行っている。

18　石渡正佳（2003）「不法投棄はこうしてなくす」では，
不法投棄に巻き込まれた場合，社名公表による企業のイ
メージダウンは，売上高の５～20％と算出している。他
に撤去費用，弁護士費用，警備費用等ある。

19　環境省の報告発表（2013）によると，報告徴収の件数
13,779件（対前年２件増），立入検査の件数182,544件（対
前年16,153件減），行政処分は産業廃棄物処理業の許可
取消し等の件数818件対前年344減）特別管理産業廃棄物
処理業の許可取消し等の件数46件（対前年69件減）産業
廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数53件（対前年
27件減）改善命令の件数38件（対前年９件減）措置命令
の件数30件（対前年２件増）

20　環境省は，各都道府県に対し「産業廃棄物に関わる立
入検査及び指導の強化について（通知）」（2008年５月）
を実施し立入検査の強化を図っている。

21　小出秀雄（2005）によれば，近年では不法投棄のほぼ
９割が，経済的な費用の節約あるいは見返りの享受を目
的としたもの。

22　みずほ総合研究所（2008）によると，収集運搬業１億
円未満の小規模業者は，一般管理販売比率が高く，売上
高経常利益率も低いため，環境の変化により売上が減少
した場合などに赤字になる可能性が高く注意が必要であ
る。中間処理業の５億円未満の小規模業者は，一般管理
販売比率や人件費比率の割合が高く利益率が低いため，
環境の変化により売上が減少した場合などに赤字になる
可能性が高く注意が必要である。

23　小林正（2006）によれば，廃棄物処理法制，地方自治
法等における条例制定権を概観し，その上で，特に法定
受託事務として，より制約の多いと考えられる産業廃棄
物処理施設設置の規制等に係る条例制定の可能性と限界

を考察した。
24　産業廃棄物処理業経営塾 OB 会（2010）ワークショッ

プ活動によると（廃棄物種類（単品・製品）の判断の違
い，混合物（複合品）の判断の違い，産業廃棄物と特別
管理産業廃棄物の判断の違い，産廃と一廃の判断の違
い）を具体的に識別している。その中では，廃棄物を全
国一律の種類にすることを提案している。http://www. 
sanpainet.or.jp/service/service08_6.html（2013年８月25
日アクセス）

25　客観説は，「誰がみても廃棄物かどうかは分かる，占
有者の意思は関係ない」とする考え方で，通知文では，

「客観的に汚物又は不要物として観念できる物であって
占有者の意思の有無によって廃棄物となり又は有用物と
なるものではない」（1971年（昭和46）10月25日環整第
45号通知）と示された。

26　1977（昭和52）年に考え方が改められ，「占有者が自
ら利用し又は他人に有償で売却することができないため
に不要になった物をいい，これらに該当するか否かは，
その物の性状，排出の状況，通常の取扱形態，取引価値
の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断す
る」という総合判断説が採用されている。（昭和52年３
月26日環計37号通知）

27　売却代金と運送費を相殺すると排出事業者側に経済的
損失がある場合（「運賃による逆有償」とか「手元マイ
ナス」と言われる）は，有償譲渡がなされているとは言
えず，廃棄物に該当することになる。

28　2004年（平成16年）に，環境省がしめした条件に該当
する場合に限り，再生利用するために有償で譲り受ける
者が占有者となった時点，受入事業者への引渡しの完了
時点で，廃棄物に該当しなくなる（有価物となる）とす
る新しい考え方が国から示された。ただし，この場合で
も引渡しが完了するまでの運搬過程については廃棄物処
理法の規制が適用される。

29　「取引価値の有無」については，環境省から（Ｈ
17.8.12環境省通知「行政処分の指針について」）

　「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており，
なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があるこ
と。実際の判断に当たっては，名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと，当該譲渡価格が競合す
る製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営
利活動として合理的な額であること，当該有償譲渡の相
手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確
認が必要であること。」有償譲渡がなされているかどう
かの判断は，費用の名目を問わず排出事業者にとっての
収支の実態で判断するものが必要である。

30　親会社といえども，独立した法人である別会社の排出
事業者責任を代行することはできない。また，親会社が
処理業の許可がないのに子会社の産業廃棄物処理の受託
をすることは，受託禁止規定（法第14条第15項）に違反
することになる。

31　住友林業によるマニフェスト不正処理事件（2002年５
月15日），許可を受けていない業者に産業廃棄物の処理
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を依頼し，産廃管理票も交付しなかった。京都府警環境
犯罪特別捜査隊などは15日，廃棄物処理法違反（委託基
準違反及び産廃管理票不交付）の疑いで住友林業（本社
大阪市）と，同社の東京本社住宅本部技術生産部次長，
北近畿営業所生産グループ主を京都地検福知山支部に書
類送検した。管理票不交付での摘発は全国で初めてだっ
た。

　日通による廃棄物処理法違反事件（2002年10月18日），
日本通運（本社・東京都千代田区）が2001年９月から今
年１月にかけ，仕様済みの梱包資材など産業廃棄物の収
集運搬を業者に委託した際，管理票（マニフェスト）に
必要事項を記入しないなど，廃棄物処理法の違法行為を
繰り返していたこと。日通は引越しなどの際に使った梱
包材などを，東京都内の収集運搬業者に引き渡したが，
マニフェストに処分業者の名前などを記入しなかった。
さらに，本来，処分終了後，回収すべき管理票が戻って
こなかったのに，都に報告する義務を怠った。梱包材な
どは，埼玉県内の業者が自社の敷地内に不法投棄し，そ
の規模は約300立方メートルに達した。同省が確認した
だけでも，マニフェストの記載不備は15件あった。不法
投棄現場は，埼玉県の指導で日通などが原状回復を行っ
ている。

32　2012年９月10日川崎市の JR 武蔵溝ノ口駅のエスカ
レーターで女性が左手指を切断した事故で，高津署は近
くに捨てられていたウイスキーの空き瓶が事故の原因と
して，廃棄物処理法違反の疑いで空き瓶を捨てた同市宮
前区の男性会社員を書類送検した。
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